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3月４日（月）アジア学生文化協会日本語コースの卒業式がアジア文化会館内の大教室にて行われました。3月４日（月）アジア学生文化協会日本語コースの卒業式がアジア文化会館内の大教室にて行われました。

2023年度の卒業生48人は、大学や専門学校への進学をはじめ、それぞれ次のステージへと歩んで行きます。2023年度の卒業生48人は、大学や専門学校への進学をはじめ、それぞれ次のステージへと歩んで行きます。

この日は楽しかった日本語学校での思い出とともに仲間や先生方の笑顔を写真に収めつつ、しばらくの別れこの日は楽しかった日本語学校での思い出とともに仲間や先生方の笑顔を写真に収めつつ、しばらくの別れ

を惜しんでいました。を惜しんでいました。

進路内訳：大学39名（国公立10名、私立29名）、専門学校４名、就職０名、その他５名進路内訳：大学39名（国公立10名、私立29名）、専門学校４名、就職０名、その他５名
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技能実習生の問題に取り組むきっかけ

　　　 まず、先生と労働法やベトナムとの出会
いについてうかがえますか。

　私は地元の岡山から北海道大学の法学部に入
学し学生寮に入ったのですが、当時寮では大学
とよく団体交渉をやっていたんです。ところが
大学側は学生運動を経験した先生方が担当者と
して出てきますから学生側はどうしても勝てな
い。それで法学部の寮生はなるべく労働法ゼミ
に入って、団体交渉やビラまきなどの戦術を学
ぶべきだという話になり、私も労働法ゼミに入
りました。それが労働法をやることになった経
緯です。
　当時の寮には早く卒業しようという学生は少な
く、休学して海外に行ってみようという連中が多
かった。僕もそれに感化されたわけです。実社会
を理解しないまま法曹になるのは危ないと１年間
休学して、いわゆるバックパッカーになりアジア
の国々を回ってみることにしたんです。

　そうしてバンコクの街を歩いていると「カン
ボジア、ベトナムのビザを出します」という看
板が目に入ってきました。92 年はカンボジアに
PKO が入った年で、本当に自衛隊が海外派遣さ
れたらしいという話は聞いていましたから、実
際に見てみようとまずはカンボジア行き、そし
てカンボジアからベトナムに入りました。それ
がベトナムとの出会いでした。そのときのベト
ナムは、ハノイは夜８時になると真っ暗で自分
の手も見えないような状況でしたが、一方でホー
チミンは少し猥雑な感じもありながら爆発的に
発展しそうな予感を感じさせて、全体として今
後いったいどうなっていくのか、とても興味を
そそられました。
　1 年後北海道に戻り、学部卒業後には大学院に
進学したのですが、そこで一つ国を選んで外国
法との比較研究をすることになりました。普通
はみなドイツ、フランスといった欧米の国を選
ぶわけですが、それではつまらない。そう思っ
ていた当時、1994 年の末に中国とベトナムから
初めての労働法典が出て 95 年の正月から施行さ

ベトナム人技能実習生支援に取組む
神戸大学大学院 斉藤善久准教授に聞く

開発途上国の人々が日本の企業と雇用契約を結び、働きながら日本の知識や技術を学んでもら
い、母国の発展に役立ててもらおうという技能実習制度。ところがその多くのケースが、単に
最低賃金で働く単純労働の担い手となっていることは周知の事実であろう。今や全国各地に存
在する実習生達だが、私たちが彼らと交流する機会はほとんどなく、実習生の話題を耳にする
のは事故や事件に関わるネガティブなニュースが流れた時くらいではないだろうか。今、彼ら
が置かれている境遇や、抱えている問題がどのようなものなのか。なぜ長期にわたり人権侵害
や労働搾取といった強い批判を内外から浴びせられながら技能実習制度は継続されてきたのか。
そしてその問題は新たな「育成就労制度」で改善されるのか。労働法を専門とし、ベトナム人
技能実習生支援に真っ向から取り組む神戸大学大学院の斉藤善久准教授にお話をうかがった。

特集  技能実習制度
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れるということを聞いたんです。それでこれは
チャンスだと思いました。自分が旅行をしてみ
て楽しかった国の法律を比較対象にすれば、ずっ
と関わっていくことができる。
　実は旅行をした時は中国のほうが気に入って
いたのですが、中国には日本語が非常に上手い
中国人研究者が大勢いて、勝ち目はないなと。
ベトナムはやっている人が全くいないというこ
とで、ベトナムを選ぶことにしたわけです。
　ただベトナムは中国と同様に社会主義国なの
で、私がそれまで日本で学んできた労働に関す
る概念、例えば労働組合の概念などは根本的に
異なります。そこで壁にぶつかりました。その
たびに労働組合ってなんだっけ？というところ
に戻ってしまう。でも、根本に帰ってものを考
え直さなければならない経験をするという意味
ではいい機会でした。
　日本がまだバブルの余韻の中にあった 93 年
頃のサラリーマンはみな羽振りがよく、若い女
性たちは少し前までディスコでセンスを持って
踊っていたような時代です。この人たちを労働
法で守る意味があるのかと思う一方で、日本企
業はベトナムにどんどん進出して現地の労働者
を使っているという状況がありました。じゃあ
外資企業からベトナム人労働者の権利を擁護す
るのも日本人としての責任だろうと思い、ベト
ナムの労働法の研究をしてどうすればベトナム
で労働者の権利を守れるのかということをやっ
ていたわけです。そのうち技能実習制度の下で
ベトナム人がどんどん日本に来て働くように
なってきた。フィールドが日本に帰ってきたわ
けです。それならそこをやるしかないな、とい
う思いを持ったということです。

　　　 本格的に技能実習生の支援に携わるよう
になったのはいつごろからなのでしょうか。

　技能実習制度に関する調査や実習生の支援に本

格的に取り組み始めたのは比較的最近です。2014
年に労働法の研究のために１年間大学のプログラ
ムを利用してベトナムのハノイに滞在したのです
が、たまたまバス停で出会った通りすがりのおば
さんから、ベトナム語ができるのなら日本語の先
生をしないかと誘われたんです。紹介するからと
そのまま学校に連れて行かれて日本語教師になっ
たわけですが、せっかくだから技能実習生送り出
しの未知の部分というのも見てみようと、送りだ
し機関 2 ヶ所でも日本語を教え始めました。そこ
で生徒さんらと繋がって、実際に手数料をいくら
払っているのかといったことなどを調べていまし

斉藤善久（さいとうよしひさ）　
神戸大学大学院国際協力研究科 准教授。 
岡山県生まれ。北海道大学法学部卒。日本
の労働法を専門にし、その比較対象として
ベトナム労働法を研究。著書に「ベトナム
の労働法と労働組合」（2007 年 明石書店）、

「アジア労働法入門」（2022 年 晃洋書房 共著） 　
「ベトナムの労働を取り巻く現状」（2019 年
JILPT 共著）他多数。最新の論文に「外国
人技能実習制度と送り出し国の状況」（2023
年）など。
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た。本来の目的であったベトナム労働法の改正作
業に関する研究はそっちのけで、送り出しの実態
調査ばかりをしていたわけです。
　それまで技能実習生については、日本に来てい
る中国の人たちの実態をちょこちょこと取材して
いた程度だったのですが、2015 年に帰国してベ
トナム滞在１年間で得た送り出し機関の実態など
を論文にして出したら、次の年に技能実習法の参
考人として国会に呼ばれました。メディアからも
声がかかるようになり、2018 年には入管法の改
正でまた国会に呼ばれて、いきなり第一人者のよ
うになってしまったんです。
　しかしやっている内容はどんどんアカデミズム
から外れていっていますから学会で年配の先生か
ら「斉藤君、がんばってるね」と言われると、恥
ずかしくもあるわけです（笑）。

労働組合「神戸移民ユニオン」の設立

　　　 先生が所属する労働組合「神戸移民ユニ
オン」について教えてください。

　こうした活動をしていると学校や会社、議員
から疎まれることもあるわけです。横から入っ
てきて口を出すなと。私としては「どこの誰だ」
と質問されるから答えているだけなのに、職場
である大学にクレームが入ることもある。それ
で立場や権利を明確にし、交渉がしやすいとい
うことで、2022 年に「神戸移民ユニオン」とい
う労働組合を作りました。そしてベトナム人が
よく利用する Facebook に窓口を作りベトナム
語での相談対応を始めたわけです。
　今現在のメンバーは 49,000 人ほどで、日々
40 件ほどの相談が入ってきています。もちろ
ん中には明らかに本人が悪いというケースもあ
りますが、そうでない場合は、すぐに会社に連
絡をするとか、行政機関につなげるなどしてい
ます。

　　　 相談をしてくる実習生の傾向というのは
ありますか。

　田舎の、文法もめちゃくちゃなベトナム語で、
ベトナム人が聞いても何を言っているのかわから
ない、自分の状況をしっかり説明できないという
人もいます。日本語にいたってはまったく出来な
い人が多くて、やはりそういう人のところでは問
題が起きやすいです。
　技能実習生のトラブルに関してはまず監理団体
が調整することになっていますから、一番大事な
のは監理団体の名前なのですが、私のところに助
けを求めてくる実習生はほぼ全員がわからない。
会社の名前も読めずに自分の居場所も説明できな
い。今どこにいますかと聞くと「28 番です」と
答えるんです。都道府県の番号1なんですが、日
本人にはわかりません（笑）。
　そうした人が安易に個人情報を売ってしまうと
いうこともあります。インターネット通販のメル
カリのアカウントを売ってしまい、あとで何百万
もの請求がきて困っているという相談が非常に多
いです。簡単に人を信じてしまうとか、情報リテ
ラシーが低いといった理由があると思いますが、
そうだからこそ日本に来ているとも言えます。

難しい問題解決までの道のり

　　　 技能実習生からの相談で、ひどいと思われ
た人権侵害にはどのようなものがありましたか。

　一番わかりやすいのは、女性の実習生に対して
社長が関係を迫るといったケースです。自分の相
手をしないと残業させてあげないぞと。ただその
残業代はわずか 400 円なんです。それでも彼女達
は仕送りをしないといけない家族が待っています
から、応じざるを得ない。ただし、そういったこ
とを被害者本人は表に出しません。女性が世帯の
経済の責任を負わされる、そういう地域から来て
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いる人が多いんです。
　ですから SOS を出してきたのは、隣の 2 段ベッ
ドにいた人たちで、毎晩社長が上がってきて向か
いの二段ベッドに潜り込む、関係を迫る様子が異
常で助けて欲しいと。その様子をスマホで撮影し
て私に送ってきました。しかし被害当事者が気が
ついて、全部消させて私と連絡をとらないように、
外部に漏れたら自殺する、調査が入っても絶対に
否定すると言っていたそうです。その会社では十
数人いる女性の実習生のうち数人が相手をさせら
れていたことがわかったのですが、夫やコミュニ
ティーにばれたら家族が崩壊するから絶対に表に
出せない、というわけです。結果、被害者が会社
を守ってしまうことになる。2

　また、会社の問題を告発できない理由としては、
会社に調査が入って会社が技能実習生の受け入れ
停止になると、実習生自身が失職してしまうとい
うことがあります。日本人なら転職すればいいと
か、一度家に帰ればいいとなりますが、実習生の
厳しいところは期間限定の出稼ぎであり、しかも
来日費用を工面するために大金を借金して来て
いますから毎月の返済金の支払いもある。お金を
払って一定期間だけ働ける会社に来ているのに、
その会社が活動停止になったら自分が困るわけで
す。だから被害があっても申し出ない。黙って最
後までやりすごして帰ろうということになるんで
す。それが怖いところです。
　ですから制度的に転職（転籍）が出来ないよ
うになっていることが根本的な問題としてあり
ます。加えてある程度の日本語が出来て情報リ
テラシーがないと、危ない事態に遭遇しても、
解決の糸口さえみつからないということになる
わけです。
　私はこの点を言い続けているのですが、問題が
多い技能実習制度を見直すとした今回の育成就労
制度にもその二つとも入っていません。だから問
題解決にはならず、全然ダメなんです。跡継ぎも
いない、人材も集まらない零細企業の延命策のた

めに実習生が注ぎ込まれていて、そこから逃げな
いために「育成」という建前を使っている。実習
生を拘束するためのスキームとして「育成」とい
う言葉が残されているわけで、まったく話になり
ません。
　態度が悪かったり会社を告発するような実習生
を早朝に突然空港に連れていき、送り返すという
ことをするところもあります。会社側の不正を訴
えるような実習生、本人の素行が悪いとか、能力
が無いといった者には会社を去って欲しいわけで
すが、ほかの会社に紹介するわけにもいきません。
会社や学校は失踪だけはさせたくありませんか
ら、強行手段に出てしまうというわけです。3

　多いのは金曜日の夜に、明日の朝 4 時に空港
に連れて行き帰ってもらいますと通告する。そ
れでユニオンに助けて欲しいと連絡が来るわけ
ですが、受け入れ会社はその夜に宿舎の Wi-Fi
を切ってしまう。なんとか連絡がついても入管
事務所は土日は閉まっていますから、空港で止
めてもらうことができない。そういうタイミ
ングを狙って強制帰国をさせるというケースが
けっこうあります。
　もちろん受入れ企業や監理団体には一生懸命ま
ともに対応しようとしている所も多くあります。
我々が介入すると監理団体は不快に思い怒るので
すが、その理由には二パターンがあって、一つは
本当に悪いことを隠しているというパターン、も
う一つはすごく親身になって面倒を見ているつも
りなのに、どうして外部に相談するんだというパ
ターンです。ですから我々が介入することについ
ては、良い監理団体、受入れ企業も悪い監理団体、
受入れ企業も嫌がるわけです。

現地送り出し機関の問題

　　　 現地送り出し機関の問題についてはどう
でしょうか。実習生から高額な手数料を取ってい
るという問題も指摘されています。
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　これは最近の相談ですが、B 型肝炎に感染して
いた実習生の体調が悪化して病院に入院したので
すが、会社や監理団体は彼が B 型肝炎感染者だと
知らされていなかったので、どうしてそういう人
が来たんだということになったわけです。実は現
地送り出し機関は、本人には保菌者でも大丈夫だ
と伝え、日本側監理団体には保菌者であることを
伝えていなかった。受入れ会社としては帰国して
もらいたいけれど、一度採用した人を B 型肝炎
キャリアだからといって帰すわけにはいかないと
いうことがありました。
　入墨をしている場合も同様で、建築系の実習生
で現地では大丈夫と言われて来日したのですが、
それが理由でクビになったという人もいます。
　そもそも実習生は現地で支払う手数料がどうい
う明細になっているのかわかっていません。総額
で 70 万円～ 80 万円を支払っている場合が多い
ようですが、現地ではかなりの大金です。他方で、
日本の受け入れ企業も実習生を受け入れるために
何十万円も支払っている。そこで、実習生も受入
れ企業も、支払ったお金を取り返そうとして、互
いにむしりあいになってしまう。
　実習制度の実態の一つの側面は、職の売買と労
働の売買です。受入れ企業側からすると労働力を
買っていて、実習生からすると仕事を買っている。
その間に入っているところが両方に対して売って
いるという構造で、両方からお金を取っているわ
けです。

　　  実習生本人だけでなく、日本側受入機関（監
理団体、受入れ企業）も実習生の来日に関わる費
用を負担しているということですね。

　そうです。しかも決して安くない金額を払って
います。一方で実習生や特定技能、技術・人文知
識・国際業務（以下、技人国）4 で来る人たちも
たくさん払って来ています。これらは全て現地の
ブローカーや送り出し機関、この２つは一緒の場

合もありますが、彼らが双方から手数料をとって
いるわけです。来日する労働者はそこに航空券や
書類代などが含まれていると聞かされています
が、転職するとなると受入れ会社側は、日本に来
るために会社が支払った飛行機代とか行政書士の
費用を払えということになる。外国人労働者側は、
どうして会社からも請求されるんだということに
なります。この費用負担に関する相談は非常に多
くて、特定技能でも技人国でも発生している問題
です。

転籍についての問題点

　　　 これまでの技能実習生度では原則不可能
だった転籍ですが、育成就労制度のもとでは可能
となります。当初は１年でという話もありました
が、結局、２年まで拘束することが可能とする内
容が提案されています。

　まず 2 年もそこにいられたのなら、今更移ろう
とはならないでしょう。しかも転籍するためには
日本語能力のテストに合格しなければなりません
から、転籍させたくない受け入れ会社側は勉強を
させない、試験に行けないように有給をとらせな
いといったことをするかもしれません。

　　　 新制度では転籍にハローワークが新機関
と連携して転籍先を探すことになりました。

　ハローワークが完全に外国語対応をして、一般
の労働者と同じようにマッチングできるならば、
それは評価できます。しかしそこにおかしな育成
計画とか、育成に対する認可といったものが入っ
てくるためにハローワークだけで対応できないと
いうことになります。結局一定期間外国人労働者
を確保し、職場に張り付けるということを正当化
するために「育成」という言葉を使っているわけ
です。ですから「育成」するという名目で労働
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者を確保するという意図がしっかり残っている以
上、何も変わらないわけです。

　　　 現状、技能実習生の転職（転籍）に関わ
る問題はどうなっているのでしょう。

　技能実習生の転籍問題は技能実習法だけに関
係している問題ではなく、入管法、入国在留政
策とも関係しています。入管法上の在留資格や
在留期限の制約が絡んでくると労働関連法だけ
で動くことが出来ません。転籍の話が出たら、
在留期間の更新の手続きを手伝わないという企
業がけっこうあります。入管法上在留期限が切
れるので帰らざるを得なくなる。会社側は「う
ちではクビにはしていません」というのがよく
あります。雇用（実習）契約が１年間でビザの
期限もだいたい１年なので、契約の更新とビザ
の更新が重なることが多く、それを悪用する会
社が多い。
　特定技能も同様で、その更新のタイミングで
所属先がなく失職しているとビザ更新ができま
せん。ですから在留資格の更新のために、来年
以降も働きますと会社側に伝えるわけです。そ
して、ビザ更新ができた直後にやはり辞めます
と伝える。当然会社は怒るわけですが、転籍し
たい場合、現状ではそれは仕方がないわけです。
　そういった入管法との関係、在留資格、在留
管理との関係をどう調整するか。解決方法とし
ては、失職して求職中でもハローワークで仕事
を探しているのなら、つなぎのビザ（特定活動　
求職）を出して、新たな職場に移れたら元の在
留資格で更新できるということにしなければな
りません。入管政策と労働政策の関係をどう調
整するかというのはすごく大切です。

ベトナムにおける海外への就労状況は？

　　　 他国にも多くのベトナム人が働きに行っ

ていると思います。ベトナムで日本を就労先に選
ぶ人はどのような人でしょうか。その傾向という
のはありますか。
　
　日本は語学の要件などの敷居を他国より低く
して人を入れようとしています。他の国で高い
ハードルがあるところへは行きたくないという
人ばかりが来るようになるということがあるか
もしれません。でも、それでいて来日後に転籍
するのなら日本語が必要だと言っている。でき
ない人を集めておいて、職場を移りたいと言っ
た途端にそうした語学のハードルを加えるのは
おかしいですよね。
　韓国などはハローワークのような機関が現地に
出向いて選考を行い、国内で企業とのマッチング
をおこなったうえで、来韓してもらっています。
それを日本は民間に丸投げしているんですね。そ
の理由の一つは、国が費用や人を負担せず国内零
細企業には政策を実施しているという顔をしたい
ということではないでしょうか。スキームを作る
から外国人労働者を使ってなんとか生き延びなさ
いとやっているわけですが、結果それが人権無視
の人材ビジネスになってしまっている。その仕組
みは美味しいところがあり、様々な立場の人間が
その甘い蜜を吸おうと絡んできていますから、簡
単には変えられないシステムになってしまってい
るわけです。

出国客で賑わうノイバイ・ハノイ国際空港
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技能実習制度から育成就労制度への
転換と日本語教育

　　　 今、特定技能資格で働く外国籍労働者の
80％が技能実習生からだとのことですが、今回の
育成就労制度はまさに特定技能の労働者を育成す
るという側面が強くなりますか。

　国会で、技能実習の失踪が非常に多いという
問題を解決しないで特定技能の話などできない
という議論があったときに、技能実習と特定技
能はまったく違う制度だから、関係ないという
説明がありました。しかし結果、連続した制度
になっていますし、今回の育成就労制度では連
続した制度にして統一しようとしています。特
定技能になると転籍ができる一方、監理団体の
ようなサポート機関のケアもなくなるわけです。
いわば日本社会というジャングルに放たれるわ
けですが、技能実習から特定技能に上がるケー
スでは、現在のところ日本語がほとんど出来な
くても移行できてしまいます。彼らがさらに転
籍をして誰のサポートもない世界に出て行くわ
けで、危険な状態に置かれることになるのでは
ないかと危惧しています。

　　　 やはり日本語が最重要だということで
すね。

　育成就労制度では、来日要件にＮ４と入れて
欲しかったのですが、それがＮ５となって、最
終的にはＮ５が取れなくても講習を受ければい
いということになりました。向上心がない、語
学の勉強もしたくないから来る、という人が増
えても仕方がないと思います。
　有識者会議のヒアリングで私は日本語要件を
来日時に付けるべきで、来日後にＮ３などをと
ることで永住や家族帯同の要件が取得できると
いうインセンティブを与えるという案を提案し

たのですが、最終報告書で出てきた案はＮ５な
いしＮ４をとったら転籍できるというものでし
た。転籍・転職はそもそも基本的人権なのに、
そこにインセンティブを付けてどうするんだと
いう感じです。

　　　 来日する外国人労働者も税金や社会保険
を負担することになります。より良い共生社会
を作っていくという意味では、日本語教育につ
いては公費で負担すべきではないかと考えます
がいかがでしょう。

　現場労働、未熟練労働で来日する外国人に関
しては、来日、受け入れの費用は本人と受入れ
企業が負担しているわけですが、だからこそ、
外国人労働者は時給の高いところに移ろうとす
るし、それで離職や転籍となった時に会社は賠
償しろとなるわけです。少なくとも日本側につ
いては、誰が外国人を必要としているのかを考
えないといけません。つまり、“人” が必要なの
は会社ばかりではなくて日本社会なのですから、
日本社会全体で見て行く必要があります。
　ドイツなどでは共住する外国人は徹底的に語
学をやらされます。入国前後はもちろんですが、
仕事を始めてからも行政が責任をもってドイツ
語の教育を行っています。ですから例えばドイ
ツで介護に従事している外国人労働者は語学留
学生に近い感じです。それはとても大事なこと
です。その社会で安全に働き、生活できるよう
に言葉を教える。そうした教育を徹底して行っ
ているのがドイツです。
　一方日本は監理団体や受入れ機関は、規則上
技能実習生に日本語学習の機会を与えなければ
ならないということになっていますが、お金は
使いたくありませんから、まったくやらないと
ころや、無料の市民講座や NPO の日本語教室
などに丸投げして終わりというところも少なく
ありません。
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　　　 技能実習と言われながら、技能の習得も
ままならず、日本語もできないまま帰国してい
る人が多いと聞きますが。

　私は日本語の習得に加えてキャリア形成ができ
るシステムにしないとダメだと言っています。ベ
トナムの技能実習生は３年間日本で働いて帰国す
るわけですが、帰国後現地で何らかの仕事に就い
ている人の割合が JICA の調査でも 27％弱しか
ありません。あとの人はみな失職していることに
なっています。日本でなんの技能も身に付かず、
年齢だけ上がってしまっているうえに金銭感覚の
バランスも崩れている場合もあります。そうした
ことでキャリア形成の重要性を訴えていたわけで
すが、結果今回の育成就労制度では何を育成する
のかというと特定技能人材を育成すると。それで
は日本の制度下での技能であり、帰国後のことは
意識されていません。
　仕事に限らず日本で生活することでその国柄な
ど、学べることが多いと言う人もいますが、以前
数年間大阪で働いていた技能実習生とおこのみや
きを食べに行ったら、これはなんですか？と聞く
んです。町から遠く離れた山の中の宿舎に住んで、
週に一度だけ地元に一軒だけのスーパーに食材の
買い出しに行くような生活をしていたら、日本の
社会など見ることも、学ぶことも出来ないんです。

技能実習生に限らない
ベトナム人労働者からの相談

　　　 技能実習生に限らず特定活動資格などの
方からの相談もあるのでしょうか。

　特定技能、技・人・国のエンジニアや留学生
からの相談も多いです。技・人・国の場合、受
入元は派遣会社が多いのですが、その場合はよ
くエージェントが契約書を偽造することもあり
ますから、自分がどんな契約をして来日してい

るのかわからないということもある。契約書を
見たこともサインをしたこともない、日本に来
てみたら聞いたところとは全く違う会社に派遣
されるとか、派遣先がない…一カ月、二カ月待っ
ているけれどその間の給与がない。そういう相
談が多いです。
　技能実習制度は技能実習法（適正化法）ができ
たりして受け入れが面倒になっていますから、審
査が通りやすい技・人・国資格で入れて働かせる
ケースが多くなっています。日本国内の受入元が
派遣会社という場合は、職場が変わるのは普通で
すから、具体的にどんなところで働かせるのかと
いうところまでは入管はチェックしません。
　もちろん派遣先がない場合、派遣会社は受け
入れた外国人に対し賃金の補償をしないといけ
ないわけですが、そこを訴えようとしても契約
書面がありませんから、自分が時給いくらで働
くことになっているのかもわからない。入管に
申し出ても偽造書類でビザをとったのではない
かと疑われれば自分の立場も危うくなってしま
うんです。結局、大金を払って日本に来たのに
仕事がないということになる。最近はこうした
不当な方法を使う派遣会社が目に付くように
なっています。

今後の外国人労働者 受入れのために

　　　 今後、外国人労働者の受け入れに関して
はどのような形を作って行くことが理想だと考え
ますか。

　まず、2017 年に技能実習生の問題を解決する
ために技能実習生保護法を成立させ、法務省と厚
労省で「技能実習機構」という組織を作ったのに、
ワンストップになっていないのが問題です。同機
構に問い合わせると「そこは入管に聞いてくださ
い、これは労基に聞いてください、私たちにはそ
の権限がない…」となる。ですから迅速に動ける、
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外国人労働者のためのワンストップの権限を持つ
部署を作るべきでしょう。年間の技能実習生失踪
者が 9000 人5いる中、技能実習機構はシェルター
を用意していますが、シェルターの稼働というの
は 2018 年４月から 2021 年３月までの累計で 117
件に過ぎません。まったくカバーできていないと
いっても過言ではないでしょう。
　例えば、失踪や暴力事件が起る原因として、
日本人の上司から頭をたたかれて頭に来て、と
いうケースもります。建設現場などでヘルメッ
トの上からポカンとたたくわけですが、日本人
にとっては注意を促すための気軽な行為でもベ
トナム人にとって頭を叩かれるのは屈辱であり
怖いことなんです。
　言葉で示せればいいのでしょうが、入門程度の
日本語しか勉強していない外国人に、田舎の方言
で話す専門用語などわかるはずがありません。そ
れでトラブルが起る。外国人労働者への日本語支
援はもちろん必要ですが、受入側にもわかりやす
く伝えるための資格試験を設けるということも考
えたほうがいいと思います。

　　　 お互いがウィンウィンの共生ができるよ
うに、日本人には根本的な現状把握と意識改革を
する必要があると感じます。

　ある外国人支援の第一人者は、技能実習制度
について、普通の、人の良いおじさんである町
工場の社長さんが、この制度に乗ってやってい
ると実習生が思い通りに動くものだから、何を
やってもいいんだとだんだん勘違いしていって
しまう。良い人を悪くして行く制度だと言って
いました。実際監理団体などを見ていてわかる
のは、若い職員が家族もある年上の実習生を「こ
の子」と呼んでいたりする。こちらが先生だと
勘違いをしているんです。「育成」という言葉を
使うと、そういう勘違いが起きるわけです。
　今の制度下では彼らは宿舎と職場という狭い
範囲に囲い込まれていて、問題や犯罪が起った
時にだけニュースで表に出ますから、一般の人
からすると彼らはあまり目につかない異質な存
在でしかない。共生とはほど遠い状況です。
　職場に外国人が必要なのは日本人が来ないか
らなんですね。じゃあなぜ日本人が来ないのか
を考えなければいけません。基本的に日本人が
嫌な仕事は外国人も嫌なんです。日本人が来や
すい職場にしないと外国人だって来ない。その
上で本当に地域に働き手はいないのか、まずは
そこを考えていかなければいけないのではない
でしょうか。

　　　 本日は大変貴重なお話をありがとうござ
いました。

1. 厚生労働省都道府県番号　https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/07/dl/tp0727-1d.pdf
2. 参考：NHK「届かない SOS　外国人労働者への性暴力」 2021 年 3 月 19 日 https://www.nhk.or.jp/minplus/0014/topic045.html
3. 厚生労働省「不正行為の類型とその処分（ペナルティー）」失踪者が出ると技能実習生の受入れができなくなる。
4. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件：国内、国外を問わず、大学等高等教育を修了していて、かつ専攻内容と業務

内容に関連性があること。「技術」は理系エンジニア系の専門職、人文知識は文系・ホワイトカラー系専門職、国際業務は通訳、翻訳、
語学教師等。

5. 2022 年法務省統計　https://www.moj.go.jp/isa/content/001362001.pdf

ハノイ旧市街
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新たな「育成就労制度」は
「技能実習制度」の矛盾を解決するか

編　集　部

「育成就労制度」は技能実習生問題の
解決策になるか？

　昨年、2023 年 11 月に「技能実習制度及び特定
技能制度の在り方に関する有識者会議」 1（以下、
有識者会議）より、最終報告書が出された。この
有識者会議は内閣官房長官と法務大臣を議長と
し、他に関係する 19 閣僚（総務大臣 外務大臣 財
務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 
経済産業大臣、他）で構成される「外国人材の受
入れ・共生に関する関係閣僚会議」 2 （以下、閣僚
会議）の下に設置されたものである。有識者会議
は 2022 年 12 月、田中明彦 独立行政法人国際協
力機構（JICA）理事長を座長として 14 名の委員
で設置され、最終報告書が出されるまで約 1 年の
間に 16 回の会議が開催された。
　「有識者会議」の最終報告を受けて、今年 3 月
15 日に育成就労法案と関連する入管法改正案 が
閣議決定され、衆議院に提出された。具体的な法
案の詳細は法務省の関連ホームページを参照して
ほしい。同じ法務省ホームページには「改正法の
概要」のイメージ図 も掲載されていて、左に現
行制度とその問題点、右に見直し後の制度と改善
点が比較されている（図表１）。「労働者として権
利保護が不十分」であるところ「労働者として適
切に権利保護」すること、「不適正な送り出し・
受入れ・監理」があるところ「関係機関の要件等
を適正化」すること、「転籍の制限」をしている

ところ「転籍の制限緩和」をすること、などが列
挙されている。
　もちろんこれらは一つ一つが改善されなければ
ならない重要なポイントではある。しかし、技能
実習制度の根本の問題点は、日本の現業現場で不
足する労働力を「単純労働で外国人は導入しない」
という建前を守るため、「実習で技能を習得する」
という名目の下、実質的には外国人を安価な労働
力として働かせるという点にあった。なおかつ実
習だから（労働者ではないので）職場の「転職」
は認めないという、人権も労働法も無視する制度
矛盾にあったはずである。「有識者委員会」でも
当初は、技能実習制度は廃止し原則「転籍」を認
めるという方向だったと聞いている。「制度廃止」
の議論は途中から「発展的解消」となり、最終的
には「実習」という言葉が「育成」という言葉へ
の言いかえになった。「転籍」を認めるという方
針も最終的には「1 年を超え」「やむを得ない事情
がある場合は認める」と後退した。「やむを得な
い事情」の立証は実習生自身が行わなければなら
ないとすると、来日 1、2 年程度の外国人実習生
が雇用者と相対することになり、両者の立場を考
えると、実習者の転籍は力学的に無理があると言
わざるを得ないだろう。つまり、労働者としての
権利保護より、安く使える労働力を一定期間「拘
束」して使いたいという、受け入れ業界側の意向
が強く反映される結果となったということではな
いだろうか。

1. 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 https://www.moj.go.jp/isa/policies/conference/03_00033.html
2. 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html

特集  技能実習制度
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技能実習生は何人いて、
どんな仕事をしているか

　実際のところ現在技能実習生は何人いて、ど
んな仕事をしているのだろうか？ 実は、2007 年
より外国人の雇用に際して、留学生の資格外活
動も含めてすべての雇用主はハローワークに届
けることが義務付けられたことから、厚生労働
省は外国人労働者数の統計を作成することとな
り、毎年「外国人雇用状況の届出状況」が公表
されている。この外国人労働者統計3 から 2023
年 10 月時点での技能実習生の状況について見み
たい。
　同統計によると、2023 年時点で全外国人労働
者は 200 万人を超え、在留資格別の人数は（図
表２）の通りである。10 年前、2013 年での外国

法務省ホームページより　 https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf　

人労働者数は 71.7 万人だったので、この 10 年
間で約 3 倍弱増加している（図表３）。日本の労
働人口は約 7000 万人なので、外国人労働者の割
合はその 3％弱となり、5％に到達するのもそう
遠くない時期となりそうである。
　2023 年度においては外国人労働者 200 万人の
うち、20％ 41 万人が技能実習生となっていて、
技能実習と関連性の強いとされる「特定技能」資
格（2018 年新設）と合わせると 55 万人となる。
これら技能実習生が配属されている業種は（図表
４）の通り、製造業に約 20 万人、建築業 8.8 万人、
農業等に 5.6 万人などとなっている。このような
実態から、好むと好まざるとにかかわらず、急速
な少子高齢化の進行に抗して、我が国の経済・産
業を維持していくためには外国人労働の受入れは
避けて通れない道程であるといえるだろう。

3. 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和５年 10 月末時点） https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37084.html

（図表１）
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（図表４） 業種別技能実習生数　

注１：在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職１号・２号」「経営・管理」「法律・
会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」他
注２：外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・
介護福祉士候補者、特定活動 46 号（留学）等
注３：永住者、定住者、日本人の配偶者等、他
厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』資料より編集部作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37084.html

（図表２） 在留資格別外国人労働者数

厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』資料より編集部作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37084.html

（図表３）

厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』資料より編集部作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37084.html

外国人労働者数推移　2013 → 2023
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技能実習制度に対する
米国務省人身取引報告書の指摘

　先に述べた通り、1993 年に創設された「技能
実習制度」は、目的として『日本で得られる技能、
技術、知識を移転することにより開発途上地域等
の経済発展を担う「人づくり」に寄与する4』こ
とが目的として掲げられたが、実態は不足する現
場への労働力補填でしかないと批判がなされてき
た。実習生を最低賃金以下の賃金で働かせる、賃
金未払いのまま働かせる、実習生のパスポートを
取り上げて事実上の強制労働をさせる等、様々な
問題が指摘され度々報道もされてきた。
　これらの問題を解決すべく 2017 年 11 月には「外
国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保
護に関する法律」が施行された。受入れ会社や監
理団体の不正に対する管理強化や、技能実習生へ
の相談や支援のため、厚生労働省の認可法人とし
て「外国人技能実習機構（OTIT）」が設立された。
日本の主要都市 8 か所に事務所が設置され、同機
構には毎年 60 億円の政府補助金が投入されてい
る。それにもかかわらず、今回再度の制度見直し
を行われざるを得なかったわけだが、その根本的
な問題点はどこにあるのだろう。

技能実習生に対する国際的な指摘について
米国務省人身取引報告書 2022 年版　日本

１．指摘事項

（１）【日本政府は】4 人の技能実習生を人身取引被害者として正式に認知したが、技能実習制
度における労働搾取の人身取引被害が引き続き起きており、認知・保護が不十分である。

（２）技能実習制度の雇用主は、技能実習制度の本来の目的に反して、多くの技能実習生を技能
育成が実施されない仕事に従事させている。

　2022 年 12 月 14 日に開催された第１回「技能
実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識
者会議」5では、外務省から「技能実習制度に対
する国際的な指摘について」 という資料が提出さ
れた。ここで提示された「米国務省人身取引報告
書 2022 年版　日本6 」の日本の技能実習制度に
対する「指摘」と「勧告」は極めて端的にこの制
度に対する問題点をえぐり出しているので、以下
に引用掲載することとした。

4. 公益財団法人国際人材協力機構（JITCO）ホームページ　https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/
5. 技能実習制度に対する国際的な指摘について　外務省資料 https://www.moj.go.jp/isa/content/001385807.pdf　
6. Trafficking in Persons Report: Japan　U.S.Department of State, OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS  
 　https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/japan 
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（３）送出国と日本との間で過剰な金銭徴収の慣行を抑制することを目的とした二国間合意があ
るにもかかわらず、過大な労働者負担金、保証金や不明瞭な「手数料」を母国の送出機関に支払っ
ている。

（４）移動・通信の制限、パスポート等の取上げ、強制送還や家族に危害を及ぼすといった脅迫、
身体的暴力、劣悪な生活環境、賃金差押え等の人権侵害が起きている。

（５）技能実習の仕事を辞めた実習生は、在留資格を喪失し、労働搾取目的や性的搾取目的の人
身取引の被害者になる者もいる。技能実習生に「処罰合意」への署名を義務付け、労働契約を
履行できない場合、何千ドルもの違約金を科す送り出し機関もあった。

（６）劣悪な労働環境から逃れてきた技能実習生を、当局が逮捕したり、強制送還することがある。
契約終了前に出国する多くの技能実習生に対して出入国在留管理庁が面接審査を行っているが、
労働搾取目的の人身取引被害者として認知していない。

（７）技能実習制度の下で労働搾取目的の人身取引の兆候が広くみられたにもかかわらず、加害
者に刑事責任を負わせたという報告はない。また、労働基準法違反で加害者に有罪判決が下さ
れたケースにおいても罰金刑に留まるなど、犯罪の重さに比して刑罰が不十分である。

２．勧告

（１）労働搾取目的による人身取引被害者の認知の向上及び被害者が適切な支援サービスを受け
られるようにするための関係府省庁の標準的な手順を策定すること。

（２）技能実習法の監督・執行措置を強化する。その具体的な対策として、外国人技能実習機構
や出入国在留管理庁職員に対する被害者認知の研修実施、技能実習計画を認定する前の全ての
契約の審査、雇用主に対する検査強化、外国人技能実習機構と NGO との連携を強化する等。

（３）過大な保証金、募集・雇用斡旋のための費用や手数料等の廃止のための関連政策の改定。

（４）全ての外国人労働者が雇用主・業種間の変更を含む転職を可能とする。

（５）外国人労働者の旅券や身分証明書等の書類の取上げを禁ずる法律を制定、取締りを強化す
る。（注：米国は、技能実習法における罰則規定の存在自体は認識しているところ、その取締り
の強化及び罰則規定の執行と、技能実習生以外の外国人労働者の旅券等の留め置きについても
刑事罰をもって禁止することを求めている。）

（６）人身取引事犯によって強制された違法行為を理由として拘束又は強制送還されないよう審
査（スクリーニング）を強化する。

（７）労働搾取目的の人身取引事犯を積極的に捜査、起訴し、重い刑を科して刑事責任を問う。

（第一回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議　外務省提出資料より）
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「就労育成制度」へ移行しても
解決されない根本問題

　日本は基本的人権が保障される「先進国（？）」
ではなかったのか？これらの問題を正面から解
決するためには、きちんと在日外国人の人権を
守る基盤となる基本法が必要となるのだろう。
実は 2022 年に立憲民主党が議員立法として「多
文化共生社会基本法案」7 を国会に提出したが、
現在まで継続審査に回されたままである。積極
的に「外国人材の受入れ・共生のための総合的
対応策検討会」の検討事項に加えるとか、超党
派の議員立法として提案するとかできないもの
だろうか。このことは、受入れた外国人労働者
の法的地位をどう保証するかという問題であり、
無制限に移民として受け入れるという意味では
ないということに留意したい。

7. 衆議院ホームページより第 198 回国会　「多文化共生社会基本法案」
    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19805028.htm

　日本人が社会人となり税金や社会保険料を負
担し、社会を支える側になるまでに、義務教育
から高等教育まで、相当な公的教育投資が行わ
れる。外国人労働者の場合このような公的教育
投資がなされないまま、日本で働けばすぐに税
金や社会保険料を支払うことになる。このよう
に考えると、外国人にある程度の年数、日本で
働いてもらうためには、共生に必要な教育厚生
経費は公負担すべきという考え方があってもい
いのではないだろうか。
　今後、育成就労法に関係する具体的な運用の
ための省令が順次定められていくことになる。
最初に図表で示した法務省の「制度見直しのイ
メージ図」の通り、「魅力ある制度で選ばれる国」
になるよう期待したい。

� 文責　白石勝己

法務省ホームページより　 https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf　
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新星学寮での生活新星学寮での生活
（第 13 回）（第 13 回）

新星学寮はアジア学生文化協会の創設者である穂積五一先生が 1932 年に再興した至軒新星学寮はアジア学生文化協会の創設者である穂積五一先生が 1932 年に再興した至軒
寮を戦後（1945 年）改称したものです。以来日本とアジアの青年学生が自治的な共同寮を戦後（1945 年）改称したものです。以来日本とアジアの青年学生が自治的な共同
生活を通じ、相互理解を深め友愛を培う場として維持されてきました。しかし老朽化が生活を通じ、相互理解を深め友愛を培う場として維持されてきました。しかし老朽化が
進んだため、2018 年に耐震性・耐火性を備えた建物に建て直されました。建替えに当っ進んだため、2018 年に耐震性・耐火性を備えた建物に建て直されました。建替えに当っ
ては OB・OG・関係者の皆様から多大なるご協力をいただき、2019 年４月に新入寮生ては OB・OG・関係者の皆様から多大なるご協力をいただき、2019 年４月に新入寮生
を集め新たなスタートを切りました。本コーナーではこの新星学寮の今をお伝えします。を集め新たなスタートを切りました。本コーナーではこの新星学寮の今をお伝えします。

2019 年の春、建替え後の新星学寮に第一期生と
して入寮した２人が、５年間の入寮期間を迎え満
期退寮することになりました。２人に寮での思
い出や、これからの寮のあり方などについて語り
合っていただきました。

１．新星学寮との出会い

編集部　まず新星学寮入寮の経緯を教えてもらえ
ますか。
泰　私の両親はずっと ABK でお世話になってい
て、新星学寮の話は大学入学が決まった時から聞
いていました。私は日本語教師を目指していたこ
ともあって、ぜひ寮に入りたいと思ったのですが、
当時はまだ建設中だったので１年間 ABK 職員の
方のお宅に下宿をさせていただき、2 年生になる
年に応募をして入寮しました。

王　私は太田記念館※に住んでいたのですが、在
寮期間の 2 年が終わるため、次の住居を探してい
たんです。新星学寮のことはその太田記念館の掲
示板にあったポスター（募集案内）で知りました。
編集部　面接が 2019 年１月に行われましたが、
その時の思い出などはありますか。
王　たしか募集が 14 人のところ、面接に参加し
たのは 30 人ほどでした。それがいくつかのグルー
プに分かれて寮の年中行事について話し合い、発
表をするというグループワークがありました。実
は私はこのときの面接で落とされたんです。それ
でその後慌てて他の部屋を探してやっと見つけた
ところに、キャンセルが出たので入りませんかと
いう連絡をもらったんですね。あの時は大混乱の
時でした（笑）。
泰　私は面接の時の細かいことはまったく覚えて
いないんです。記憶はイナゴに全部持っていかれ

満期退寮生対談　新星学寮での日々

王 秋琳さん（中国） 　東京大学総合文化研究科 超域文化学専攻

亀山 泰さん（日本） 　専修大学大学院 文学研究科 日本語日本文学専攻
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ました（笑）。
王　私もイナゴ以降の記憶がありません（笑）。
編集部　イナゴ？ですか？？
泰　面接のあと、残った人で雑談をしていたので
すが、そこに OB の方が持参したイナゴの佃煮を
出してくれて…。それは美味しかったのですが、
やっぱり見た目はイナゴそのものなので、その印
象が強烈すぎて、ほかのことは全て忘れてしまい
ました（笑）。
編集部　では入寮当初で印象に残っていることは
ありますか。
王　引っ越しをして来た日、リビングで何人かの
学生が雑談をしていたのですが、それがとても良
い雰囲気だったことが強く印象に残っています。
その中の一人が荷物運びを手伝ってくれてすごく
感動しました。なんだかとても良いところに来た

んじゃないかなって。まだその時はみんなの性
格のことなど知りませんでしたから（笑）。一方
ショックだったことは、男女の部屋がフロアで別
れていなかったということでした。3 階は男性だ
けだったのですが、私が入る２階は混合で、女性
が５人、男性が２人。トイレやシャワーも男女で
共用ということで、そんなのあり得ない！って、
すごく悩みました。結局、新しい建物や学校に近
い場所、家賃のことなどを考えて受入れることに
したのですが、実際に住み始めてみると悩んだこ
とが嘘のように、まったく気になりませんでした。
泰　初年度は男性が多かったので、２階が混合フ
ロアになってしまったんですよね。2 年目の寮生
募集をどうするか、寮会で話し合った時、フロア
は男女で分けた方が女性は応募しやすいのではと
いう意見があって、完全に分けることにしたんで
す。でもなかなか男女半々に揃えるのは難しくて、
また混在になっていますけど。今は女性が多くて
男性が追いやられている感じです（笑）。
　私が寮に来て最初に驚いたのは王さんがキッチ
ンで鳥の足のツメを切っていたことです。「何そ
れ！？」という感じで目を丸くしてしまったので
すが、食べさせてもらったらすごく美味しかった
というのが印象的でした。

２．心配だった活動費のこと

編集部　王さんは寮の歴史や精神、運営方法につ
いてはどう思いましたか。
王　面接で寮の歴史や建替えに至った経緯を聞い
て、そういう事実があったということは理解しま
したが、だからといって特別な思いは持ちません
でした。むしろ気になったのは寮のシステムで、
特に家賃の内訳については少し複雑だなと感じま

東京都太田記念館（杉並区）…　中国の人々と親交の深かった故太田宇之助氏が、日中友好に役立ててもらいたいと東京
都に寄贈された土地に、平成 2 年（1990 年）に東京都が建設した留学生のための宿舎。現在は北京市出身の留学生だけ
でなく、アジア諸都市出身の留学生も受け入れている。

亀山泰さん
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した。以前住んでいた太田記念館でも定期的な食
事会などの行事は行っていましたが、家賃と活動
費は分けて徴収されていました。新星の場合はそ
こがはっきりわからず、活動時のお金はどこから
出るのかと心配しました。
泰　私は寮費４万円のうち半分は活動費として
自分たちが使っていい分、半分は建替え費用の
返済と必要な設備を買うための費用だと理解し
ました。
王　最初、この寮費の内訳に関する寮生の認識が
それぞれ違って、寮会で意見の食い違いがありま
したね。庭に置く物干しを買う、買わないで論争
になったのを覚えています。
泰　そんな話、ありました？
王　今、庭にある物干しです。私は便利だし安い
からどうして買わないのかと言ったのですが、３
階の寮生が無駄遣いだと反対したんです。最終的
にみんなの意見が一致して買うことになったので
すが。
編集部　寮生皆で出している予算ですから、全員
の賛成がなければ使えないということですね。
王　全員参加が難しい旅行行事などについては、
無くしたほうがいいということで、コロナ禍の後
半にイベントを全て無くしたんです。個人的には
あれは本当に良くないと思いました。
泰　当初旅行などの行事を次々やっていて、私も
あの時は使いすぎだったと思いました。ただ、旅
行に参加できない人は「自分は忙しくて行けない
けどみんなは楽しんできて」という感じだったの
で、不満があったようには感じていませんでした。
王　でも、行けない人には不公平だということ
を言い続ける寮生もいて、彼が寮長になった時
には資料まで見せられて、全員が参加できない
行事ならばやめた方がいいということを力説さ
れました。
泰　もちろん何でも全員で行えるのが理想です
が、それってかなり難しい。結局、全員参加の食
事会以外の活動費については、参加者がその都度

実費で払うことになったんですね。その代わり寮
費を 3000 円安くすることにした。
王　私は反対したのですが、最終的には妥協しま
した。ですから私はその後 1 年ほど、自費参加の
イベントには参加しませんでした。
泰　結局、2 年近く経ってお金も溜まってきたこ
ともあり、元に戻してもいいんじゃないかという
ことになったんです。私は当時はそういうやり方
を試してみて、うまくいかなかったらまた元に戻
せばいい程度に思っていました。
王　寮会で自分の意見を強く主張する人がいる
と、みんな反論するのが面倒なので、その通りに
なってしまうという傾向がありましたね。
泰　「そこまで言うのならその通りにやってみる
か」という感じですよね。そういう意味では、寮
長が強い権限を持っているわけではないので、
言った者勝ちみたいなところがあります。だから
寮長の役割として、寮会でみんなが平等に意見を
言えるようにできたらいいのかなと思います。
王　いつもおかしな主張を一方的にして、ほかの

王秋琳さん
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寮生と対立してしまう人もいましたからね。
泰　ずっと平行線なんですよね。みんなが反対し
てもいつまでも同じ説明を繰り返す。それで１時
間が終わるということが続きとても苦痛でした。
寮会がみんなで話し合う場ではなくて、１人の話
を聞かされる会になってしまっていた。それが最
近になってお互いが意見交換できる場になってき
た。やっと寮会らしい寮会になってきているなと
思います。
王　それも新しい寮生のおかげだと思っていま
す。そして辛抱強くて論理的に喋れるタイプの人
が寮長になったことで、寮生のまとまりがとても
良くなっていますね。彼は仏教を研究しているせ
いか仏様のようです（笑）。
泰　常にそういう人が寮長であればいいのです
が、任期は半年で、延長しても 1 年なんですよね。
やはり一人に負担がかかってしまうのはよくあり
ませんから。

３．寮で感じるストレスは

編集部　卒業を待たずに退寮してしまった人はい
るんですか。
泰　２ｰ３人いましたね。ただトラブル気味に出

て行った人は１人だけかな。掃
除の仕方が原因で他の寮生に責
められて口論になっていたので
すが、寮会でそのことを報告さ
れてプライドを傷つけられたん
じゃないかなって思います。
王　 あ の 時 は ま だ み ん な の コ
ミュニケーションが普段あまり
なかったんですよね。
泰　１年目でまだお互いの信頼
関係が築けていなかったという
感じですね。ほかに、寮の歴史
をよく知っていてその理想を
追っていたけれど、それが叶わ

ないと感じて出て行ってしまった人もいました。
彼は寮の伝統的なところを大切にしたかったんだ
と思います。私自身は逆に伝統を受け継がないと
いけないのかなというプレッシャーを感じていま
したし、まして周りはみんな東大生ばかりで、こ
こでやっていけるのかという不安のほうが強かっ
たので、当時はあまりピンとこなかったのですが。
編集部　彼は寮でどんなことをしたかったんで
しょう。
泰　社会的、政治的なこと、海外の文化や国際問
題についてもっと話し合ったり何か行動を起こし
たりといったことだと思います。
王　ほかの寮生にがんばって働き掛けていました
が、いまひとつ説得力が足りなかったかもしれま
せん。
泰　始まったばかりで、周りの人のモチベーショ
ンもまだそこまでない時に一人でがんばりすぎて
疲れてしまったんじゃないかと思います。
王　ですから同じ寮にいても感じること、感じる
ストレスは違いますよね。ただ住んでいるだけな
ら余計なストレスを感じることもない。住んでは
いてもほとんど寮の行事に参加しない人や、寮会
に来ても意見を言わない人は普通のシェアハウス
に住んでいるのと変わらないんじゃないかなって

秋川渓谷へ小旅行（2019年8月）
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思います。積極的に参加しようとすればするほど
ストレスが溜まっていきますから（笑）。
泰　私が最近ストレスを感じるのは鍋とかフラ
イパンを使った後洗わずに、そのままにしてい
るヤツがいること。料理に来たのに、フライパ
ン洗うところから始めないといけないのかよっ
て（笑）。

４．難しい寮生の選考

編集部　最近の新入寮生の募集は、部屋が空いて
いる限り、随時募集ということですね。
泰　本当は一期生を募集した時のような形で入寮
選考をするのが理想ですが、そうでなくても、も
う少し相手のことを知る時間があればいいと思い
ます。今は面接でいろいろと質問をして答えても
らうだけなのですが、例えばいっしょにご飯を食
べるなど、もっとリラックスした状態で雑談をす
ることで一緒に住むイメージがつきやすいのか
なって。この人とならいっしょに寮をつくってい
ける、今あるレールにただ乗っかるのではなく、
自分から新しいことを提案して実行していけるよ
うな人なのか、そうしたところも見れたらいいと
思います。
王　寮生が新入生に何を期待しているのかという
こともありますよね。まったく何も期待していな
い人もいて、とりあえず空室がうまって家賃が入
ればいいという人もいます。以前もみんなで話し
たのですが、困っている人のために部屋を用意す
るのか、寮の精神がわかる人を入れるのか。ここ
でも方向性が別れます。
泰　理想を言えば両方がいいんですけれど。
王　最終的には寮生の意見をまとめて決めるので
すが、泰さんは適合性がすごく重要だといつも言
いますよね。
泰　日本での住居に困っているから、学校に近い

から、家賃が安いからではなくて、いろいろな国・
地域の人と積極的にコミュニケーションを取りた
いという人に入って欲しいんです。みんなと密に
交流して自分たちの寮を作り上げる、自治寮とい
うところに魅力を感じている人に来てもらうのが
理想的だと思います。
王　面接が上手で、どんなに質問をしても上手に
答えるので、実際の顔がわからなかったという人
もいましたね。美人で日本語も上手でプレゼンも
上手。たぶんビジネスで成功しそうなタイプです

（笑）。留学生が住む場所に困ったら、なんでもや
ると言われてますが、条件を出されたらよほどの
ことでない限り「大丈夫です。がんばります」と
答えますから（笑）。そういえば食生活面で現実
的にみんなと普通に生活できるのかという議論も
ありました。
泰　ヴィーガン※の方で、魚がだめ、肉がだめ、
卵がダメ…。宗教的な理由でマメと野菜しか食べ
られないという。
王　私は反対したのですが、その理由は食事会や
旅行などで、常にその人に配慮をしないといけな

食
事
会
の
準
備

ヴィーガン（vegan）…　卵や乳製品を含む、動物性食品をいっさい口にしない「完全菜食主義者」
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いというのは、どうなのかと思ったんです。
泰　私はなんとかなると思いましたし、今でもそ
う思っています。
王　その後しばらくして学校の先輩にその話をし
たら、お説教されました。それでも教育者を目指
しているのかって。教育者になりたいのなら学生
の事情を十分に理解して器を大きく持って受け入
れないとだめだと。そう言われて反省したのです
が、当時は後あと絶対に揉め事になるんじゃない
かという心配しかありませんでした。特に気に
なったのは、万が一どうしても寮の生活に慣れ
ない場合はどうすればいいのかという話になった
時、ある寮生がその時は退寮させればいいと発言
したんです。
泰　そんなこと言ったの！？　それはめちゃく
ちゃだな。
王　私はそれまで迷っていたのですが、その言葉
を聞いて、完全に反対に回りました。そんなこと
になったらその学生に大きな迷惑をかけてしまう
ことになると、憤慨してしまったんです。
泰　そこまで強く反対されているところに無理矢
理入れても、本人は快適に暮らせないだろうと、
私も最終的には折れました。
王　結局、学生の意見や希望から焦点がどんどん
ずれていって、寮生お互いの主張のぶつかり合い
のような感じになってしまったんですね。

泰　本来は本人の問題ですよ
ね。食べられる料理とそうで
ない料理がある食事会でも、
本人が気にしないのならそれ
で OK で、私たちもその人が
食べられる物を用意する、チャ
レンジしてみればいいんだと
思うんです。
王　旅行でも、山奥に行った
ら提供される物を食べるしか
ない。そんなときはどうする
んですか。

泰　事前にヴィーガン用の料理が作れるかを聞
いて、出来ないのであれば本人に非常食的な物
を用意しておいてもらえばいいわけだし、そう
したことがあっても本人が傷つかないと言うの
なら仲間になってもらえばいい。それは本人が
どう考えるかですよね。
王　あとになって冷静に考えてみれば、解決でき
ないことではなかったなあと反省をしています。

５．印象に残った行事のこと

編集部　これまで寮生でいろいろな活動を行った
と思いますが、印象に残っているものはなんです
か。
泰　コロナ騒動がはじまったばかりの 2020 年前
半に行った北海道旅行はどこもガラガラで思い切
り楽しめました。
王　北海道旅行に参加したのは５−６人と少なく
て車 1 台で道内を回ったのですが、本当に楽し
かった。
泰　旅行が大好きなツアーガイドのような寮生が
いて、いろんな計画を立ててくれたんですね。特
に楽しかったのは、寮生全員で行けた白川郷です。
普段忙しくてほとんど行事に参加できない医学部
の寮生も参加できて、美しい景色の中で雪遊びを
するなど、リラックスした状態で普段とは違う面

北海道旅行（2021 年1月）
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をお互い見ることが出来ました。5 年間で寮生全
員が参加できた最初のイベントですね。
王　私が一番印象に残っているのは、寮に入って
最初の大きなイベントだった花火大会です。
泰　昼間は秋川渓谷に行って川遊びやバーベ
キューをしたんですね。そして夜寮に戻ってきて
玄関前で手持ち花火をしたんです。
王　2019 年の 8 月 31 日です。あの後すぐに一時
帰国したのでよく覚えています。私は全ての行事
が楽しかったし、それ以外でも寮で仲良くなった
人と普段一緒に出かけたりするのも楽しかった。
泰　私が寮の行事に積極的に参加するようになっ
たのは後半ですね。大学２年生までは月曜から
土曜まで学校があって、
日曜日はアルバイトを
していたので、あまり
寮のイベントには参加
できませんでした。大
学院生になっていろい
ろと寮のことに密に関
われるようになった感
じです。

６．新星学寮のあるべ

き姿とは

編集部　歴史ある新し
い新星学寮に 5 年間住
んでみて、いかがでし
たか。
泰　寮の歴史はもちろ
ん意味のあるものです
が、今の学生がその時
の生活に近づけなけれ
ばいけないのかという
と、そんなことはない
と思います。まず昔と
今では社会の状況が全

く違いますよね。かつて日本人が留学生と共に
様々な問題と向き合った、ということは知って
おくべきことですが、今現在、そうした活動を
しなければいけないというわけではありません。
　新星学寮に住む意味としては、世界の様々な
地域から来た人たちとの共同生活を通して、時
に対立することはあっても、お互いの考え方や
文化を理解し尊重しながら、共に寮を運営して
行く。それ自体が貴重な経験であり学びであっ
て、昔の生活をそこまで気にする必要はないの
ではと思います。
　ただ長い歴史の中で、そこにいた先輩方の存
在があったから、今こういう形で私たちの共同

白川郷旅行（2022年2月）
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生活ができている。その歴史はきちんと知って
おいた方が良いと思います。
王　私はすごくジレンマだと思うんです。自治
寮というのは寮生自らが考え作り上げていくと
ころですよね。今の寮には大学院生が多く、み
な大人で自立した考えを持っている人も多い。
でも昔の歴史とか穂積先生のことなどを繰り返
し聞かされていると、どこかでその流れに沿っ
て行動しないといけないのかと考えてしまう。
今は世話人が一緒に住んでいていろんな提案を
されるわけですが、歴史を強調すると、今の世
話人の位置付けが穂積先生と重なってしまい、
若い学部生などは、そのまま従ってしまう可能
性があるのではないかと思うんです。
泰　寮生を見守ってくれる人として尊敬するの
は当然ですが、世話人を指導者のように見てし
まったらそれは危険だなと思います。一期生の
私たちが退寮する前にここは学生が主体の寮な
んだということをみんなにわかってほしいしと
思っています。
王　この半年間、この 5 年間を含む寮の歴史を
私と泰さんで新しい学生に伝えてきました。歴
史を伝えることに意味はありますが、誰がどの
ように、どんな解釈で伝えるのかというのはす
ごく難しい問題だと思います。
泰　学生全員が、寮の歴史やリニューアルでき
た経緯を学び、だから私たちは今ここで様々な
国の人と交流し、それぞれの文化に触れながら
生活できるんだということを理解した上で、寮
生の誰もが新入生が来た時にオリエンテーショ
ンをできる状況になるのがベストなんじゃない
かと思います。
編集部　寮の所有者である ABK や OB・OG の
友の会はどのように関わるのが理想ですか。
泰　基本的には学生が運営していくわけですが、
建物の問題、工事が必要になった場合などに相
談にのってもらえればと思います。「友の会」の
OG、OB からの意見もいいと思ったら取り入れ

たらいいし、そうでなければ無理に従う必要は
ないと思います。今この寮をどうしていくかは
その時の学生達が考えて決めていくことだとい
うことを理解していてほしい。　
王　私は友の会と ABK はそれぞれどのような存
在なのかということがよくわかっていませんで
した。例えば寮会で何かを決めても、世話人か
ら ABK や友の会に相談してからと言われて先延
ばしにしてしまう。あるいは ABK や友の会の誰
かからの要望があるので、みんなそうして欲し
いという話がある時もある。みんなが乗り気で
なくても先輩達の希望だからと言われるとそう
せざるをえない雰囲気がある。どう捉えればい
いのかと複雑な気持ちなる時がありましたね。
泰　OB、OG の要望を聞かなければならないん
だと学生が感じる、そういう空気は良くないと
思います。ただ先輩方の気持ちはよくわかりま
す。私も子どもの頃に通った学校に行ってみて

「変わったなあ、前のほうが良かったのでは？」
と思ってしまうので、意見をしたくなる気持ち
はよくわかります。寮生は、それはそれで受け
止め考慮した上で、今の寮生が正しいと思うこ
とをやってみる。それで失敗しても、またみん
なで考えて解決していけばいいんです。

７．これからの寮との関わり

編集部　退寮後、寮とはどう関わっていきたい
と思いますか。
泰　今まで共に過した寮生、特に仲良くなった
人たちとは連絡を取り合って、交流を続けてい
きたいと思っています。もちろん後輩も含めて
寮生から何か相談があればそれには応えたいと
は思いますが、自分から寮に行って意見を言う
ことはしたくありません。その時々の寮生が先
輩に相談して、その先輩がさらに上の先輩に相
談して、私に回ってくるような関係があればそ
れでいいんじゃないかなって思います。
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王　私もここで友達になった人たちとの関係は
続けたいと思いますが、それ以上、寮に何かを
希望したり、意見をしたりといったことはした
くはないと思っています。
編集部　この 5 年での気付きがあれば教えてく
ださい。
王　入寮当初、トイレから調味料まで、全てが
共用で定期的な食事会や寮会まである新星学寮
は「人民公社」のような所だと思いましたし、
寮会では全員一致を目指す民主主義の難しさを
感じました。また、自分は短気な人間ではない
と思っていたのに、寮会で他人の意見に思わず
怒ってしまうなど、自分の弱さを知り、自分理
解が深まったと思います。それに他人との接し
方も変わりましたね。以前は年の差がある人を
子ども扱いしてしまうところがありましたが、
新星学寮では年齢に関わりなく対等に接し意見
交換をすることの意義や大切さを学びました。
泰　私は人見知りをだいぶ克服しましたね。ここ
に入った時は寮生のほとんどが東大生、大学院生
で、みなが凄く大きな存在に感じていました。そ

れがいつの間にか身近な存在に変わり、自分自身
も想像していなかった大学院生になり、年下の寮
生も入ってくるという中で、いつの間にか自信が
つき外向的にもなったかなと思います。
王　中国にいたら、新星に入って泰さんのよう
な素晴らしい人と出会うことはなかったと思い
ます。私は将来、大学で教育者になりたいと思っ
ていますから、ここでの経験はこれから多くの
学生達と接して行く中での大きな財産となるは
ずです。
泰　私は教えるのが大好きなので、論文を書かな
くてもいい教育者になりたいです（笑）。春から
は青年海外協力隊でベトナムに行きますが、新星
学寮で得た経験と自信を持って、学生さんたちと
密な関係を築けたらいいなと思っています。
編集部　二人とも次のステージでがんばってく
ださい。ありがとうございました。

新星学寮ブログ（募集案内等）
https://www.shinsei.haus
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トーサワット  スパピー （ピート  TOSAWAT SUPPEE）　〜タイ

目標を持つ　意味ある人生を送るために

ＡＢＫ学館日本語学校

初めての日本と日本の魅力

　2009 年、初めて日本を訪れ
たのは高校生の時でした。日
本メコン交流年のイベントで
タイの学生代表団に選ばれた
僕は、京都でタイの古典舞踊
を披露しました。僕は子ども
の頃からタイの古典楽器を学
んでいましたが、古典楽器と
タイ舞踊はお互いになくては
ならないものですから、僕は
舞踊も踊ることが出来ました。
僕がこうした古典芸能を学ん
だのは、父の願いからでした
が、そのおかげで日本に来る
ことが出来たと言えます。こ
の時のイベントでいただいた
感謝状は今も大切にとってあ
ります。その時以来、日本へ
の興味はどんどん深くなり、
家族や友達とも幾度となく日
本を訪れました。
　僕たちタイ人の多くは日本
のアニメや漫画を見て育って
います。だから特別意識する
ことはなくても、日本に対す
る親みは自然と身に付いてい
て、大人になるにつれていつ
か日本に行きたいと思うよう
になるんです。だからタイ人

が海外旅行について話すとき、
日本は誰もが最初に思い浮か
べる国の一つになっています。
　逆に身近であるために、僕
は日本に来る前、日本に対し
て特別な期待は抱いていませ
んでした。ただ実際に来てみ

て「いいなあ」と思ったんです。
景色も空気も街もきれいで、
それは本や映像からは感じた
ことのないものでした。タイ
とは異なる景色や建築物、経
験したことのない美味しい料
理…、それらはいつも僕をワ
クワクさせてくれました。僕
は写真が趣味なのですが、特
に自然や古い家屋が多く残る
田舎を訪れて撮影するのが大

好きです。同じ場所でも季節
によって姿を変える日本の風
景には、いつも感動させられ
ます。

 仕事を辞めて日本留学へ

　僕はタイの大学で建築デザ
インを学んだあと、イベント
デザインの会社に就職し、お
よそ２年半働きました。どう
して建物の設計ではなくてイ
ベントなのか？と聞かれます
が、イベントデザインの魅力
は会場の設計だけではなく、
予約システムや入場券の形に
いたるまで、全てをゼロから
デザインできるところにあり
ます。その過程で、主催者や
アーティストはもちろん、セ

キュリティや出展する企業の
人間まで、様々な分野の人たち
との出会いがあります。イベ
ントの開催日が近づくと泊ま
り込んでの作業が続くなど、毎
日が大変な日々になりますが、
イベント当日、来場者したお客
さんの幸せそうな笑顔を見た
ときは、自分のデザインが人々
に幸せをもたらしたことを実
感し、全ての苦労は吹き飛ん
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                  ▲日本語ボランティアのみなさんと（左端）

▲東洋大学との交流行事で訪れた川越で（後方左 6 人目）   

で最高の気持ちになれました。
長期間を掛けて一つの大きな
建物を作るのとは違い、年間
何件もの仕事をこなすイベン
トでは、その分喜びも出会い
も多く、それが僕にとっての
仕事の楽しさでした。
　特に思い出深いのはバンコ
クの渋谷とも呼ばれるサイア
ムスクエアで開催されたソン
クラン（タイの旧正月）のイ
ベントです。人気の場所での
大規模イベントには、予想通
り多くの人たちが訪れてくれ
ました。その日会場で見た、
たくさんのお客さんの笑顔は
今でもはっきり覚えています。
　ただ 2 年が過ぎた頃、若い
今、もっと自分の可能性を広
げたい、と考えるようになり
ました。そのためには何をは
じめたらいいのか？　そう考
えた時、まずは外国語をマス
ターしようと思ったんです。
でも仕事を続けていると、毎
日が忙しくほかのことをゆっ
くり考える時間はありませ

ん。仕事は大好きでしたが、
またチャンスはあると退職
し、考えて選んだ言語が日本
語でした。それまでの繋がり
を考えたら、初めから日本語
以外は考えられなかったかも
しれません。そして 3 カ月間、
語学学校に通ったあと、もっ
と早く上手くなりたいという
思いから、日本留学を決意し
ました。

日本で就職

　今は、タイにも工場がある
鋳造材料メーカーでアルバイ
トをしていて、日本語学校修
了後の４月には正社員になり
ます。会社は会計の人材を募
集していて、僕は経験のため
にデザイン以外の仕事をして
みたいと応募をしたのですが、
会社は僕のデザインの能力に
も期待しているみたいです。
　会社は自由な雰囲気で、居
心地は悪くないのですが、や
はり難しいのは日本語によ
るコミュニケーションです。

敬語や謙譲語の使い方、専門
用語なども初めて聞く言葉
が多く、コミュニケーション
に難しさを感じています。特
に会議のときは質問をされ
ても答えられないことが多
く、このままではいけないと
感じていますから、常に知ら
ない単語をメモし、復習する
ようがんばっています。そし
て早く会議や仕事の場でみ
んなと楽しく日本語で話す
ことが出来るようになりた
いと思っています。
　また、上司や顧客とのコミュ
ニケーションで注意が必要な
礼儀作法もたくさんあります
ね。僕の会社はあまり細かい
ことは言われませんが、やは
り日本で就職したタイの友達
からは、会議や宴席で誰が
どこに座るのかといったこと
や、お茶の出し方など、覚え
ることが多くて大変だと嘆い
ていました。こうしたマナー
だけではなく、残業や休日出
勤なども含めて日本は全体的
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に仕事に対するプレッ
シャーが多いようで
す。そのためか、最初
から働くのが目的、と
いうタイ人の多くは
ヨーロッパに行ってし
まいます。
　タイ人に限らず最
近の若者は、仕事以上
に自分の時間や家族
との時間を大切に考
える人が増えていま
すから、日本にそうし
た働き方を理解でき
る会社が増えれば、もっとた
くさんの外国人が日本で働き
たいと思うのではないでしょ
うか。

日本に住んでみて気付く
タイの良さ

　東京で暮らし始めて日本の印
象はさらに良くなりました。空
の美しさは季節を問わず、自然
が美しい場所も身近にたくさん
あります。都市は整然としてお
り、安全です。
　 た だ 旅 行 で は 気 が つ か な
かったネガティブな面もあり
ました。日本人はみんなが優し
いと思っていたのですが、そう
いうわけではないんだなと思
うこともあります。混雑した場
所でぶつかっても挨拶しない
人がいたり、電車などで落とし
た物が足下に転がっても拾っ
てくれなかったり。みんな他
人と関わり合いたくないのか

な？と思うことが時々ありま
す。今では、大都会とはそんな
ものなんだと思い、慣れてしま
いましたけど。
　そうした経験からタイのい
いところを再認識できたのも
日本に来て良かったことです。
困っていそうな人を見ると、す
ぐに手を差し伸べる人々の優
しさや、いつでもどこでも、安
く食べ物が食べられるところ
など、日本にいてタイを懐かし
く感じるところです。

 意味ある人生のために目標を

　今はとにかく日本語がもっ
と上手になりたいと思ってい
ます。日本人の考え方はかなり
体系的で、複雑で深いと感じま
す。もし日本語がもっと上手に
なれば、日本人の考え方をより
深く理解できるはずです。
　僕は将来自分の会社を立ち
上げ、人々の生活をさらに良

くするための“役立つ何か“を
作り、その製品を日本で販売で
きたらと思っています。そして
日本の静かで美しい地方に別
荘を購入し、日本を懐かしく感
じたらいつでも訪れる。それが
僕の今の夢です。
　夢の実現はまだまだ先のこ
とですが、僕は日本に留学する
前に、学校、就職と、最低 5 年
間は日本でがんばろうと目標
を立てていました。なぜなら、
目標がないまま日本に留学し
ても、いつか学業に対するモチ
ベーションが低下し、最終的に
は学習を怠けて、ただ居心地の
良い楽な方向に進んでしまう
可能性があるからです。だから
最初から期限を作り目標を持
つことにしました。目標を持つ
ことで、人生の方向性が明確に
なり、有意義な人生を送ること
ができる。そう思って毎日をが
んばっています。

大好きな白川郷。雪が無くて少し残念群馬のスキー場で初のスノボ体験
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趣味のダイビング　プーケットの海で

ピートさん　フィルム撮影写真作品集

ワット・アルン

プーケット

Laem Krating 山からの眺め

タオ島
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泰日工業大学（TNI）泰日工業大学（TNI）

㊿ ㊿ 日本でのインターンシップを終えた学生に聞く日本でのインターンシップを終えた学生に聞く

水 谷 光 一水 谷 光 一

奮奮闘闘記記
バンコクの泰日工業大学で活躍するスタッフ＆先生によるリレーエッセイ

泰日工業大学（TNI）では、そう多くはないものの、毎年数名日本でインターンシップを行う学生

がいる。工学部学生は毎年６月～９月、情報技術学部は 11 月～ 2 月、観光系は 11 ～ 2 月のそれ

ぞれの４か月間、経営学部はコースによって違うが、ビジネス系の学生は 2 ～ 5 月の中で 10 週間、

がインターンシップの期間である。

特に工学部は工場での実務経験が重要で、日本への就職を希望している学生にはぜひ日本でイン

ターンシップをしてもらいたと考えている。

2023 年には TNI 学生としては初めて和歌山県紀の川市（わかやまけん きのかわし）にある協和

プレス工業株式会社でインターンシップを経験してきたコラチャイさんに話を聞いた。

協和プレス工業の野村壮吾社長は日本国内で偶然 TNI 卒業生を採用したことがきっかけで、TNI

のことを知り、私のところに連絡をいただいた。TIN の在校生にぜひインターンシップに来て欲

しいとのことで、往復の航空券、宿泊費用、日当をご負担いただき、2023 年から日本でのインター

ンシップを行っている。  （ホームページ : http://www.kyowa-p.co.jp）

　私は日本でインターンシップをするために
2023 年６月１日に和歌山に行きました。関空
まで会社の人が迎えに来てくれました。紀の川
市の工場はかなりの田舎にあってちょっとびっ
くりしましたが、私と一緒に行った友達も私も
その雰囲気が好きでした。住居には奇麗なア
パートを借りてくださり、工場まで約４Km の
道のりを毎日自転車で通勤していました。
　工場の主な事業は精密板金とプレス部品の製
造で、主にエアコンの部品となるものです。 私
はラインを見学し、改善案を策定していました。
作業台のペースの改善案なども出しました。ま
た５S などの視点からの改善案なども提案しま
した。

工学部のコラチャイさん

　週末を利用してよく大阪に行きました。私は
子供のころからずっと日本のアニメを見て育っ
たので、アニメ関係のイベントにも出かけまし
た。しかし、コミケ会場は人が多すぎですね。
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あまり好きではありませんでした。
　私にはインターネットで出合って付き合てい
る日本人女性がいます。前回日本で会ったのは
３年以上前のことでしたが、その後もずっとオ
ンラインでやり取りをしていました。今回の滞
在で久しぶりに会えてうれしかったです。

　インターンシップ中で困ったことと言えば、
雨の日の自転車通勤です。雨が激しい
時は前が見えず大変でした。
　協和プレス工業は野村壮吾社長をは
じめ会社の方はみなとても良い方ばか
りで、毎日が楽しく、意義の大きいイ
ンターンシップだったと感じています。
日本の文化や製造業の心構えも良くわ
かりました。
　今後の目標は日本語能力試験 N ２に
合格することです。卒業後は取りあえ
ず、タイで働くか、もしチャンスがあ
れば日本の大学院で勉強したいと思っ
ています。

　今年 2024 年 6 月から私の後輩が同じように
協和プレスでインターンシップをします。私た
ちが提案した改善案を継続してやってくれると
聞いています。
　このように日本で貴重な経験をくれた TNI

（泰日工業大学）は他にはないタイの大学だと
思います。

水谷光一（みずたにこういち） 　1990 ～ 1996 年 TPA で非常勤講師、1996 ～ 1999 渉外課長。
1999 ～ 2004 ABK 勤務。2007 年から泰日工業大学（TNI）勤務。

ただいま研修中（左奥）2023年 6月 1日　関西国際空港に到着したTNI の
コラチャイさん（右）とラッタナポンさん

最終日、成果を発表するコラチャイさん（左）
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〈会費とご寄附の報告〉

2023 年 10 月

正会員
奥山 節子� 西村山郡
吉田 義紀� 文京区
清水 国夫� 中郡
小野里 光博� 文京区
ダオ ユイ アン� 狛江市
大越 英男� 仙台市

ご寄附

林 均� 横浜市
眞山 靜子	� 文京区
小山 冨士夫	�  市川市
外山 経子� 八王子市
永井 和子	� 世田谷区
清水 恭子� 練馬区
酒井 杏郎� 渋谷区
忍足 林基� 江東区

2023 年 11 月

正会員
（1 口）
清水 恭子� 練馬区
田井 亮吉� 神戸市
小原 正敏� 土浦市
中平 弘� 守谷市
田中 美恵� 戸田市

ご寄附

中平 弘 � 守谷市
佐藤 和江� 日野市
谷口 吉弘� 京都市

2023 年 12 月

正会員
（２口）
工藤 幹雄� 文京区

（１口）
香月 恵美子� 川西市
杉浦 貴和子� 港区
福 壤二� 横須賀市

工藤 博司� 酒田市
石渡 荘介� 足立区
井上 駿� さいたま市
池野 朋彦／晶子� 横浜市
川口 善行� 大田区
鶴尾 能子� 横浜市
外山 経子� 八王子市
中畠 正喜� 川崎市
三代 純平� 小平市
岩井 秀明� 川越市
古川 恵世� 我孫子市
久保 亨� 文京区
田守 智恵子� 札幌市
瀬尾 兼秀� 北区
安藤 哲生� 国分寺市
大益 牧雄� 京丹後市
新田 宜子� 西東京市

ご寄附
太田 京子� 神戸市
東京第一友の会� 豊島区
鶴尾 能子� 横浜市
姜 英園� 横浜市

奨学金情
じょうほう

報� 　

皆様の温かいご協力に
感謝申し上げます

 2024 年
ね ん ど

度 本
ほんじょうこくさいしょうがくざいだん

庄国際奨学財団外
がいこくじんりゅうがくせい

国人留学生（秋
あきさいよう

採用）奨
しょうがくきん

学金

■応
お う ぼ し か く

募資格
日
に ほ ん こ く せ き

本国籍を持
も

たない者
もの

で、2024 年
ねん

9 月または 10 月
時
じ て ん

点で大
だいがくいん

学院に在
ざいせき

籍している者
もの

。または 2024 年
ねん

9 
月または 10 月入学を予

よ て い

定している者
もの

。
■支

しきゅうきんがく

給金額および支
し き ゅ う き か ん

給期間
 (1) 月

げつがく

額 21 万
まんえん

円 を 1 年
ねんかん

間 〜 2 年
ねんかん

間　 (2) 月
げつがく

額 19
万
まんえん

円を 3 年
ねんかん

間 　(3) 月
げつがく

額 16 万
まんえん

円を 4 年
ねんかん

間〜 5 年
ねん

間
かん

／そのほかに国
こくさいがっかい

際学会に出
しゅっせき

席するための費
ひ よ う

用

■募
ぼしゅうにんずう

集人数　５名
め い ぜ ん ご

前後
■応

お う ぼ ほ う ほ う

募方法　実
じ つ し だ ん た い

施団体に直
ちょくせつ

接申
もう

し込
こ

む（ホームペー
ジの奨

しょうがくきん

学金オンライン申
しんせい

請システムより）
■募集締切り　4 月 30 日
■団

だんたい

体連
れんらくさき

絡先　
HP：   https://www.hisf.or.jp
Email：    info@hisf.or.jp

奨
しょうがくきんじょうほう

学金情報は Japan Study Support（JPSS）web サイトで検
けんさく

索いただけます。
募
ぼしゅう

集の詳
しょうさい

細については必ず各
かくじっしだんたい

実施団体のホームページ等
とう

でご確
かくにん

認ください。



ご入会とご寄付のお願い

当協会は、政府の補助金を受けていない純民間運
営の公益法人ですので、財源に限りがあり、皆様
方からお送りいただく会費、寄付金は、本協会の
活動を支える貴重な財源となっています。何卒ご
理解、ご協力をお願い致します。

協 会 の あ ら ま し

名　称：公益財団法人 アジア学生文化協会
                       ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOSIATION (ASCA)

所在地：東京都文京区本駒込 2 丁目 12 番地 13 号

代表者：理事長　白石勝己

設　立：1957 年（昭和 32 年）9 月 18 日
　　　　故穂積五一氏創設

目　的：日本とアジア諸国の青年学生が共同生活
を通じて、人間的和合と学術、文化およ
び経済の交流をはかることにより、アジ
アの親善と世界の平和に貢献することを
目的とする。

◇ 主な事業 ◇
（1）留学生宿舎の運営
（2）留学生日本語コースの運営（進学希望者向けの

日本語を中心とする教育）
（3）留学生に対する情報提供支援
（4）アジア語学セミナー
（5）帰国留学生のアジア文化会館同窓会、（一社）日・

タイ経済協力協会、ABK 留学生友の会との連携・
協力

◇ 会費（年額）◇
正会員　　　1 口　1 万円
賛助会員　　1 口　5 万円
特別会員　　1 口　10 万円
会員には広報誌「アジアの友」が無料配布され
ます。また、広報誌購入だけを希望される方に
は、購読料年間２千円（＋税）でお送りしてい
ます。

当財団に対する寄附金は、所得税、一部自治体
の個人住民税、相続税、及び法人税の税制上の
優遇措置があります。
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■文科省は「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に
対する指導指針」を発表し、4 月 10 日までパブリックコメント
を募集している。これは 2019 年 3 月東京福祉大学で学部研究生
などとして受け入れた留学生が 3 年間で 1600 名も行方不明にな
るという事件が起こり、文科省は同大学の留学生受入れを停止す
る措置を取ったことに端を発する。

■この時、受入れ体制も教育体制も、施設も整っていない実態が報
道され、「留学生 2000 人入れれば 120 億円はいる。そうしたらガ
バチョ、ガバチョだろう。」という学長の音声がテレビニュース
で流されて衝撃を与えた。その後、文科省は全国の大学別科や研
究生、専門学校での留学生受入れの調査をおこない、同年 6 月「留
学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」を発表した。

■これが、５年を経て具体的な対処施策として指針が出されること
となったわけだが、この間、コロナ禍の影響で留学生を含め日
本でも各国でも出入国が厳しく制限されるという事態が生じた。
また同時に日本語教育関連の制度を大きく変更する期間とも重
なり、大学別科なども民間の日本語学校と同じように日本語教育
機関認定法の対象とされることとなったが、これらの事情と無関
係ではないだろう。

■この 5 年の間、さらに大学の定員割れはすすみ、私立大学の
50％で定員未充足となっているという。キャンパス国際化のため
に留学生を受け入れる、そして 2033 年までに 40 万人という政府
目標も示された。そのこと自体全く悪いことではないが、学生を
集められず単に未充足の定員を留学生で埋めようという発想が
あるとすればいかがなものか。大学という高等教育の場にふさわ
しい理念と形態で、留学生の受け入れが行われるよう望みたい。

� （白）

巻末言

会員並びにご購読のお申込みはメール・電話にてお願いいたします。
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